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議案提出について

平成３０年第３回市議会定例会（９月２６日の会議）に下記の議案

を別紙のとおり提出する。

記

〔委員会提出議案第１号〕 老朽化した東海第二発電所の運転期間の延

長を行わないことを求める意見書

〔理 由〕 安全性が疑われる東海第二発電所の運転期

間の延長を行わないことを求めるため



老朽化した東海第二発電所の運転期間の延長を行わないこと

を求める意見書

東海第二発電所は、国内初の大型原子力発電所として１９７８年１１月

に営業運転を開始したが、２０１１年３月に発生した東日本大震災による

津波により３台ある非常用電源のうち１台がとまり、現在運転を停止して

いるところである。

政府は、福島第一原子力発電所の事故の後、運転から４０年を超えた原

子力発電所は原則廃炉とし、あわせて原子力規制委員会の審査と地元自治

体の同意が得られれば、一度に限り最長２０年の運転延長ができるとした。

そうした状況の中、昨年１１月２４日、東海第二発電所の運営主体であ

る日本原子力発電株式会社は、原子力規制委員会に対し運転延長申請を行

ったところである。

東日本大震災の際には、当時の基準に照らし、毎日の点検や１年ごとの

定期点検、１０年ごとの定期安全レビューなどにより、原子力発電所の安

全性を確認していたにも関わらず、福島第一原子力発電所ではあのような

大事故がおき、放射性物質の大気中への放出や高レベル汚染水の流出等、

我々がいまだかつて直面したことのない危機的事態をもたらした。放射性

物質の放出・拡散による住民の生命・身体の危険を回避するために避難指

示が出され、帰還困難とされている地域も含め、今なお４万４千人を超え

る人が自宅に戻れず避難生活を余儀なくされている。事故から約７年が経

過した現在も事故が収束したとは到底いえる状況にはなく、また、今後廃

炉に向けた作業にも多大な経費と時間を要することが見込まれている。

東日本大震災後、法律の改正により原子力発電所の安全性を確認するし

くみが新たに追加されているが、それでもなお、老朽化した原子力発電所

の運転期間を延長し、運転を停止していた東海第二発電所を再稼働させる

ことは不安がぬぐいきれない。また大規模災害等による想定外の事態が起

こりうることを踏まえ、人命優先のスタンスに立ち、東海第二発電所の運

転期間の延長を行わないよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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